
令和３年度 社会福祉法人
指導監査の実施方法について

• 「令和３年度社会福祉法人指導監査実施方針」に基
づき、原則として実地において実施します。

• ただし、新型コロナウィルス感染症のまん延状況を鑑み、
事前に実施の受入れ状況について、確認いたします。

• 監査実施に当たっては、身体的距離の確保に努め、マ
スクの着用、手洗い（手指消毒）等を実施します。

• 監査実施前に担当者は検温し、発熱、体調不良等の
症状がある場合は、当日の監査を見合わせます。

• 社会福祉法人指導監査実施要綱に基づき、一般監
査の実施の周期の延長について、判断します。
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